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【浸水深と浸水の目安】

【浸水深とは】
　洪水や内水はん濫によって浸水した際の地面から水面までの高さ（深さ）のことで、「浸水高」とも呼ばれます。
　一般的な家屋においては、浸水深が50cm未満の場合は「床下浸水」、50cm以上の場合は「床上浸水」となる恐れが
　あります。国（国土交通省）が作成した球磨川流域および県が作成した川辺川流域のものを掲載しておりますが、
　実態とは異なる可能性も予想されますのでご注意下さい。

床下浸水（大人の膝までつかる） 
床上浸水（大人の腰までつかる） 
1階の軒下まで浸水する 
2階の軒下まで浸水する 
2階の屋根以上が浸水する
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【土石流危険区域】
　想定される最大規模の土石流が発生した場合、土砂の氾濫が予想される区域のことです。
【土石流危険渓流】
　渓流の勾配が１５度以上で土石流発生の危険性があり、人家や公共施設に被害を生じるおそれのある渓流のこと
　です。
【急傾斜地危険箇所】
　崩壊するおそれのある急傾斜地で、高さが５メートル以上、傾斜度が30度以上で、崩壊により危害を生じるおそれ
　のある箇所のことです。
【土砂災害(土石流・急傾斜地)警戒区域】
　土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の
　周知、警戒避難体制の整備が行われます。
【土砂災害(土石流・急傾斜地)特別警戒区域】
　土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると
　認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
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